
平
成
三
十
年
一
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

二

三

号

東
京
電
力
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
再
稼
働
申
請
に
伴
う
審
査
に
お
け
る
重
大
事
故
時
対
応
等
の
技
術
的
能
力

に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子
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東
京
電
力
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
再
稼
働
申
請
に
伴
う
審
査
に
お
け
る
重
大
事
故
時
対
応
等
の
技
術
的
能
力

に
関
す
る
質
問
主
意
書

東
京
電
力
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
六
号
機
お
よ
び
七
号
機
の
再
稼
働
申
請
に
伴
い
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
よ
り
適
合
性

審
査
が
行
わ
れ
た
が
、
東
京
電
力
が
原
子
炉
等
規
制
法
（
以
下
炉
規
法
と
い
う
。
）
第
四
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
三
号
の

規
定
す
る
重
大
事
故
時
の
対
応
等
の
技
術
的
能
力
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
問
う
。

一

炉
規
法
第
四
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
三
号
で
は
、
「
そ
の
者
に
重
大
事
故
（
発
電
用
原
子
炉
の
炉
心
の
著
し
い
損
傷

そ
の
他
の
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
重
大
な
事
故
を
い
う
。
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
二
第
一
項
及
び
第
四
十
三

条
の
三
の
二
十
九
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要

な
技
術
的
能
力
そ
の
他
の
発
電
用
原
子
炉
の
運
転
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
技
術
的
能
力
が
あ
る
こ
と
。
」
と
重
大
事

故
の
発
生
防
止
お
よ
び
発
生
時
の
拡
大
防
止
に
つ
い
て
の
技
術
的
能
力
を
規
定
し
て
い
る
。
で
は
政
府
は
な
ぜ
、
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
事
故
の
当
事
者
で
あ
り
か
つ
現
在
も
放
射
性
物
質
を
拡
散
さ
せ
続
け
て
い
る
東
京
電
力
が
、
重
大
事
故
等
の

発
生
防
止
お
よ
び
発
生
時
の
拡
大
防
止
に
関
す
る
技
術
的
能
力
を
有
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
。

二

東
京
電
力
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
六
号
機
お
よ
び
七
号
機
の
再
稼
働
申
請
に
伴
う
審
査
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
審
査

一



を
以
て
炉
規
法
第
四
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
し
た
と
政
府
は
決
定
し
た
の
か
。
ま
た
原

子
力
規
制
委
員
会
が
炉
規
法
第
四
十
三
条
の
三
の
六
第
一
項
第
三
号
に
適
合
す
る
と
の
判
断
を
下
し
た
こ
と
を
以
て
、
東
京

電
力
が
重
大
事
故
等
の
発
生
防
止
お
よ
び
発
生
時
の
拡
大
防
止
に
関
す
る
技
術
的
能
力
を
有
す
る
こ
と
、
並
び
に
東
京
電
力

柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
の
原
子
炉
の
安
全
性
を
原
子
力
規
制
委
員
会
が
保
証
す
る
と
の
認
識
で
問
題
な
い
か
。

三

東
京
電
力
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
再
稼
働
に
際
し
て
、
東
京
電
力
柏
崎
刈
羽
原
子
力
発
電
所
に
お
い
て
万
が
一
重
大
過

酷
事
故
が
発
生
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
場
合
、
一
義
的
な
責
任
は
ど
こ
が
持
っ
て
い
る
か
。
ま
た
今
回
の
審
査
を
行
っ
た
原

子
力
規
制
委
員
会
お
よ
び
政
府
に
は
ど
の
よ
う
な
責
任
が
あ
る
と
言
え
る
か
。
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


